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ストーカー事案の検挙状況等

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

刑法・特別法検挙※1 877 786 1,504 1,574 1,917

ストーカー規制法違反検挙※2 229 205 351 402 613

ストーカー行為罪 220 197 340 392 598

禁止命令等違反 9 8 11 10 15

ストーカー規制法の適用

警告 1,344 1,288 2,284 2,452 3,171

禁止命令等 41 55 69 103 149

仮の命令 0 0 0 0 2

警察本部長等の援助申出受理件数 2,470 2,771 4,485 6,770 7,649

内
訳
（
複
数
計
上
）※3

被害防止措置の教示 1,063 1,103 1,574 1,884 2,034

被害防止交渉に必要な事項の連絡 136 139 233 285 359

行為者の氏名及び連絡先の教示 98 96 156 298 329

被害防止交渉に関する助言 215 184 324 365 366

被害防止活動を行う民間組織の紹介 42 39 40 131 187

被害防止交渉場所として警察施設の利用 160 128 154 210 240

被害防止に資する物品の教示又は貸出 417 455 535 704 769

警告等を実施した旨の書面の交付 25 26 46 47 133

その他被害防止のために適切な措置※4 1,548 1,773 3,186 4,840 5,804

そ
の
他
の
対
応
※3

被害者への防犯指導 12,951 12,429 16,453 19,005 19,680

行為者への指導警告 5,887 5,409 7,410 9,199 9,426

パトロール 2,605 2,416 3,307 5,494 5,851

他機関等への引継ぎ※5 44 39 100 89 340

その他対応※6 1,402 1,391 1,818 2,197 3,073

※1　刑法・特別法検挙は，複数罪名で検挙した場合は，最も重い罪名のみを計上
※2　ストーカー規制法違反検挙は，同法違反で検挙した件数全てを計上
※3　複数の対応をした場合は，それぞれに計上
※4　「その他被害防止のために適切な措置」は，110番緊急通報登録システムへの登録，住民基本台帳閲覧制限事務における支援等
※5　「他機関等への引継ぎ」の「他機関等」は，市町村，婦人相談所，医療機関等
※6　「その他対応」は，GPS機能付き緊急通報装置の貸出し，法テラスの教示等

提供：警察庁

3	 性犯罪被害者支援のための連携

⑴　性犯罪被害者の置かれている状況
平成26年度に内閣府が実施した「男女間に

おける暴力に関する調査」によれば，異性か
ら無理やり性交された経験を持つ女性が
6.5％であり，加害者との関係を聞いたとこ
ろ，「交際相手・元交際相手」が28.2％と最
も多く，次いで「配偶者・元配偶者」が
19.7％，「職場・アルバイトの関係者」が
13.7％であった。

そして，被害を誰にも相談しなかったとい
う割合は67.5％であり，相談しなかった理由
を聞いたところ，最も多かったのが，「恥ず

か し く て だ れ に も 言 え な か っ た か ら 」
（38.0％），次いで「自分さえがまんすれば，
なんとかこのままやっていけると思ったか
ら」（30.4％）であった。

一方，相談したとするのは31.6％であり，
その相手は「友人・知人」が22.2％であり，
警察に相談したのは4.3％という結果であっ
た。

なお，我が国における性犯罪の認知件数
は，警察庁の統計によれば，平成26年は強姦
が1,250件，強制わいせつが7,400件となって
いる。
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異性から無理やりに性交された経験の有無　－時系列比較－

（ｎ）

まったくない 無回答
あった
（計）

（1,811人）

（1,751人）

今 回 調 査

平 成 2 3 年 度 調 査

平 成 2 0 年 度 調 査 （1,675人）

１回あった ２回以上あった

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 （%）

あった（計）

3.7

4.1

3.1

2.8

3.5

4.2

86.1

87.4

85.9

7.5

5.0

6.7

（6.5）

（7.7）

（7.3）

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成27年3月）

加害者との関係

（ｎ）

総 数 （117人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 （%）

配偶者･元配偶者

親・兄弟・それ以外の親戚（＊）

交際相手・元交際相手

職場・アルバイトの関係者

知人（＊）

まったく知ら
ない人

無回答

19.7 8.5 28.2 13.7 4.3 11.1 13.7 0.9

その他

＊上記の図では，下記のように一部の選択肢を合算して表記している。
親・兄弟・それ以外の親戚：「親（養親・継親も含む）」「兄弟（義理の兄弟も含む）」「上記以外の親戚」の合算
知人：「通っていた（いる）学校・大学の関係者（教職員，先輩，同級生，クラブ活動の指導者など）」「地域活動や習い事の関係者（指導者，先輩，
仲間など）」「生活していた（いる）施設の関係者（職員，先輩，仲間など）の合算

また，下記の選択肢は，表記を省略している。
配偶者・元配偶者：配偶者（事実婚や別居中を含む）・元配偶者（事実婚を解消した者も含む）
職場・アルバイトの関係者：職場・アルバイトの関係者（上司，同僚，部下，取引先の相手など）

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成27年3月）

異性から無理やりに性交された被害の相談の有無　－時系列比較－
相談した 相談しなかった 無回答

（n）

31.6 

28.4 

31.7 

67.5 

67.9 

62.6 

0.9 

3.7 

5.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

総 数

平 成 2 3 年 度 調 査

平 成 2 0 年 度 調 査

（117人）

（134人）

（123人）

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成27年3月）
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相談しなかった理由（複数回答）

38.0 

30.4 

27.8 

27.8 

20.3 

16.5 

12.7 

8.9 

7.6 

6.3 

6.3 

6.3 

5.1 

2.5 

10.1 

ー

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 （%）

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

自分さえがまんすれば，なんとかこのまま
やっていけると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相 談 し て も む だ だ と 思 っ た か ら

相談するほどのことではないと思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

他人に知られると，これまで通りのつき合い（仕事や
学校などの人間関係）ができなくなると思ったから

相手の仕返しが怖かったから（もっとひどい
暴力や，性的な画像のばらまきなど）

加害者に「誰にも言うな」とおどされたから

世 間 体 が 悪 い と 思 っ た か ら

他 人 を 巻 き 込 み た く な か っ た か ら

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから

相談相手の言動によって不快な思いをさせら
れると思ったから

そ の 他

無 回 答

（n＝79人）（M.T.＝226.6%） 

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成27年3月）

異性から無理やりに性交された被害の相談先（複数回答）

友 人 ・ 知 人 に 相 談 し た

家 族 や 親 戚 に 相 談 し た

警 察 に 連 絡 ・ 相 談 し た

医療関係者（医師，看護師など）に相談した

警察以外の公的な機関（市役所など）に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会，カウン
セラー・カウンセリング機関，民間シェルターなど）
に相談した

学校関係者（教員，養護教諭，スクールカウンセラー
など）に相談した

そ の 他

ど こ （ だ れ ） に も 相 談 し な か っ た

無 回 答

（n＝117人）
（M.T.＝103.4%）

22.2

5.1

4.3

1.7

ー

ー

ー

1.7

67.5

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成27年3月）
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これらの調査結果からは，性犯罪被害につ
いては，被害が潜在化しがちで，誰にも相談
しない，できない被害者が多いことがうかが
える。

しかしながら，性犯罪被害は，心身に大き
なダメージを与えるものであり，被害後間も
ない時期から適切な支援を提供していくこと
が，被害者の心身の回復やその後の生活に
とっても重要である。

ここでは，性犯罪被害者支援のための連携
に関する取組を紹介する。

⑵　性犯罪被害者支援のための連携に関
する取組

○　性犯罪被害者支援に関する調査研究
内閣府においては，地方公共団体等によ

る関係機関・団体の効果的な連携による性
犯罪被害者支援の取組事例等について調査
研究を実施し，平成26年6月に報告書を公
表した（「性犯罪被害者支援に関する調査
研究」報告書http://www.gender. go.jp/
public/report/2014/2014061601.html）。

同調査では，地方公共団体による性犯
罪・性暴力被害者支援における男女共同参
画の視点と地域連携の在り方について，地
方公共団体の取組の現状を踏まえて検討を
行った。

○　性犯罪被害者等のための総合支援に関
する実証的調査研究
内閣府においては，平成26年度から，地

方公共団体における性犯罪被害者等への支
援に関する取組を促進するため，地方公共
団体の様々な取組を実証的に調査研究する
事業を実施し，26年度は9団体の取組を対
象とした。

○　地方公共団体による性犯罪被害者支援
のための連携
ここでは，地方公共団体の取組の一例と

して，「佐賀県　性暴力救援センターさが

　さがmirai」（以下「さがmirai」という。）
を紹介する。

【設立経緯】
さがmiraiの設立は，平成21年に県内で発

生した強姦事件の被害者を診察した医師が，
県DV総合センターに「性暴力専用の支援は
ないのか，専門の支援員はいないのか」と問
い合わせたことがきっかけである。この被害
者の保護者は，警察への被害申告を拒否し，
公費負担制度を利用しなかったことから，全
ての被害者が支援を受けることができるよう
にするためにはどのような仕組みが必要かを
考えることとなり，県として性暴力被害者支
援事業を開始した。22年度に「性暴力被害者
急性期対応及び回復期・養生期支援体制整備
専門部会」を立ち上げ，県関係機関，医師
会，弁護士会，臨床心理士会等と議論を重ね
た。22年当時は，病院拠点型ではなく，全国
的に足並みがそろいやすい男女共同参画セン
ターを中心にした連携体制を作ることができ
ないかを検討したが，議論を重ねるうちに，
病院拠点型の支援体制が必要との認識で一致
し，23年度からは，佐賀県医療センター好生
館を検討会メンバーに加えた。24年7月2日
からモデル事業を開始し，25年度までの実績
から得られた知見を基にマニュアルを作成
し，26年度から本格稼働している。
＜性暴力被害者急性期対応及び回復期・養生

期支援体制整備専門部会＞
・佐賀県DV総合対策センター
・地方独立行政法人佐賀県医療センター好

生館
・佐賀県弁護士会
・佐賀県医師会産婦人科医部会
・佐賀県健康福祉本部母子保健福祉課
・佐賀県臨床心理士会
・佐賀県くらし環境本部男女参画・県民協

働課
・佐賀県社会福祉士会
・佐賀県看護協会助産師会
・認定特定非営利活動法人被害者支援ネッ
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トワーク佐賀VOISS（犯罪被害者等早
期援助団体）

・佐賀県警察本部犯罪被害者支援室（オブ
ザーバー）

【運営主体】
運営主体は，佐賀県くらし環境本部男女参

画・県民協働課で，公益財団法人佐賀県女性
と生涯学習財団（アバンセ）が県から委託を
受けて実施している。実務全般は，財団内の
佐賀県DV総合対策センターが担っている。
また，財団から好生館へこの事業を再委託し
ている。さがmiraiは，好生館相談支援セン
ター一般相談支援室に置かれ，主に医療行為
を伴う急性期支援を担い，アバンセ相談室は
それ以外の相談や支援を担当する。また，佐
賀県DV総合対策センター所長がこの事業全
体のコーディネートを担当している。さが
miraiは，好生館とアバンセの緊密な連携体
制を実現することでワンストップ支援セン
ターになっていると言える。

【具体的支援及び関係機関との連携等】
急性期の産科対応の費用支出については，

佐賀県警の公費負担制度とほぼ同等のレベル
にしている。また，警察と問診票の共有化を
図るなど，警察の犯罪捜査や支援と相互に補

完し合いながら，被害者を支えている。
支援の柱になっているのは，「医療的支援」，

「精神的支援」である。「医療的支援」は急性
期の産科対応のみではなく，それ以外の診療
科（精神科，小児科等）も含んでおり，医療
行為はなるべく柔軟な対応を心掛けている。
ただし，医療費支出の対象は，急性期産科対
応に伴う部分までとしている。「精神的支援」
は，臨床心理士によるカウンセリングを主体
として，カウンセリング費用（急性期1人最
大29回まで，急性期以外は24回まで）を無償
化し，被害者の経済的負担を軽減している。
また，被害者の近くまで出向く派遣型で対応
しているため，交通費も予算化している。た
だし，支出できる範囲は，被害から概ね2年
以内の被害者を対象としており，過去の被害
については，費用のかからない相談方法を提
案している。重要な連携機関として，弁護士
会の女性弁護士3名が法的な支援を担当し，
臨床心理士会の女性臨床心理士7名が精神的
支援を担当している。このほか，社会福祉士
会，犯罪被害者等早期援助団体，助産師の団
体等と，ケースごとに必要な支援を組み立
て，支援の質を高めるようにしている。ま
た，将来に向けた支援も準備することで，被
害当事者や家族にとって，より安心できる支
援体制構築を目指している。
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▶ 民間団体による性犯罪被害者支援のための連携の取組

1　被害者サポートセンターおかやま（VSCO）の取組
⑴　被害者サポートセンターおかやま（VSCO）

VSCO（Victim Support Center Okayama）は平成15年に発足して12年目を迎えまし
た。23年に犯罪被害者等早期援助団体の指定を受け，25年に公益社団法人被害者サポートセ
ンターおかやま（VSCO）として認定されました。

発足当初から性犯罪被害者の支援に取り組んできましたが，性犯罪は人間としての尊厳を
踏みにじり，人権をないがしろにする卑劣な行為にもかかわらず，性差別の長い歴史経過の
中で，女性にあたかも非があるかのごとき社会的風潮が生まれ，被害者は声を上げることが
できない状況にあったことから，VSCOとして，何らかの支援ができないものかと模索して
いました。

⑵　岡山県産婦人科医会との連携
平成25年1月にVSCOは岡山県産婦人科医会（県内ほとんどの産婦人科医療機関加盟）と

コラム③

性暴力救援モデル事業スキーム

被害者

❶相談 ❶相談

ワンストップ支援センター

＜県立男女共同参画センター（アバンセ）＞ 産科処置が
必要な相談

産科処置が
不要な相談

＜佐賀県医療センター好生館＞

産婦人科等
※医療支援

※電話相談，面談相談
❷連絡

❸連携 ＜連携医療機関＞
産婦人科
※医療支援

◎相談受付の電話は2回線
■さがmirai 0952-26-1750
＜対応時間＞9：00～ 17：00（月曜日～金曜日）
※ただし，救急受診はこの限りではありません

■アバンセ 0952-26-0018
＜対応時間＞9：00～ 21：00（火曜日～土曜日）
（なお，日曜，祝日は9：00～ 16：30まで）

❺関係機関からさがmiraiやDV総合対策センターへの連絡

❹必要な支援に応じて関係機関へ連絡

弁護士会社会福祉士会

保健福祉
事務所等

VOISS臨床心理士会ハローワーク 婦人相談所
児童相談所

DV総合対策センター
女性総合相談窓口

※電話相談，面談相談
※コーディネート機能

性暴力救援センター・さが
（愛称：さがmirai）MSW

＜一時保護など＞＜告訴，賠償請求＞＜仕事と生活＞＜カウンセリングや精神的ケア＞＜就職相談等＞

提供：さがmirai


